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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 
１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第75期

第３四半期累計期間
第76期

第３四半期累計期間
第75期

会計期間
自 2019年10月１日
至 2020年６月30日

自 2020年10月１日
至 2021年６月30日

自 2019年10月１日
至 2020年９月30日

売上高 (千円) 30,622,568 33,866,190 40,358,807

経常利益 (千円) 980,523 1,787,304 1,089,651

四半期(当期)純利益 (千円) 644,275 1,206,846 706,201

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,083,500 1,083,500 1,083,500

発行済株式総数 (株) 3,480,490 3,480,490 3,480,490

純資産額 (千円) 8,751,478 10,091,792 8,794,451

総資産額 (千円) 23,942,436 27,105,250 24,540,274

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 222.71 416.22 244.06

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 40.00 20.00 106.00

自己資本比率 (％) 36.55 37.23 35.84
 

　

回次
第75期

第３四半期会計期間
第76期

第３四半期会計期間

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年６月30日

自 2021年４月１日
至 2021年６月30日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △86.62 △48.21
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　売上高に消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４　持分法を適用した場合の投資利益については、損益等からみて重要性の乏しい関連会社のみであるため記載

しておりません。

５　2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益金額または１株当たり四半期純

損失金額を算定しております。なお、第75期第３四半期累計期間の１株当たり配当額については、基準日が

2020年３月31日であるため、2020年４月１日付の株式分割は加味しておりません。

６　第75期の１株当たり配当額106円(１株当たり中間配当額40円)には、特別配当46円が含まれております。

７　第75期の１株当たり配当額106円は中間配当額40円と期末配当額66円の合計となります。当社は2020年４月

１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますので、中間配当額40円は株式分割前の

配当額、期末配当額66円は株式分割後の配当額となります。なお、当該株式分割を踏まえて換算した場合、

中間配当額は20円となるため、期末配当額66円を加えた年間配当額は１株につき86円となります。

 
２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 
１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリ

スク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緊急事態宣言発令に伴う経済活動への制約などによる厳しさは残

るものの、ワクチン接種の進捗に伴う経済回復を見込んだ設備投資意欲の高まりなどもあり、コロナ禍からの景気

の持ち直しが続く状況となりました。

当社が位置するＩＣＴ業界においては、企業業績の悪化によるＩＴ投資抑制が一部見られたものの業務効率化や

生産性向上を目的としたシステム投資、ＩＴ技術の活用によりビジネスモデルを変革するＤＸ関連などの戦略的な

ＩＴ投資はより一層加速し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたテレワークなどのリモート環境の整備や

サイバーセキュリティ強化等の需要が高まってきております。

このような環境の中、お客様のＩＣＴソリューションパートナーとして、経営ビジョン“ココロ踊る未来を創造

するＩＣＴデザインパートナー”の実現を目指し、中期経営計画「FuSodentsuVision2021(FSV2021)」の最終年度と

して主力ビジネスの整備・拡大に注力するとともに、数値目標だけでなくすべての項目の達成に向けて推進してま

いりました。

その結果、当第３四半期累計期間の受注高は30,731百万円と前年同四半期比5.9％減少となりましたが、地方自治

体や官庁といった公共セクターの防災や減災などを目的としたデジタル化対応ニーズへの取り組みなどが引き続き

好調に推移した結果、当第３四半期会計期間の売上高が7,077百万円と前年同四半期比11.4％増加となり、当第３四

半期累計期間の売上高は33,866百万円と前年同四半期比10.6％増加となりました。

 
　部門別の売上高につきましては、

　　　　通信機器部門　　 12,902百万円 (前年同四半期比　 17.6％増)

　　　　電子機器部門　 　10,493百万円 (前年同四半期比　 8.3％増)

　　　　ＯＡ機器部門　　 4,443百万円 (前年同四半期比　 6.7％増)

　　　　保守部門　　　　 6,026百万円 (前年同四半期比　 3.8％増)

　となりました。　

 
利益につきましては、前述のとおり、当第３四半期会計期間の売上高が好調に推移し当第３四半期累計期間の売

上高の増加を押し上げるとともに粗利益率も改善したことから、

　　営業利益　　　　 1,666百万円 (前年同四半期比　　97.3％増)

　　経常利益　　　 　1,787百万円 (前年同四半期比　　82.3％増)

　　四半期純利益　　 1,206百万円 (前年同四半期比　　87.3％増)

となりました。　

 
② 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における総資産は、27,105百万円となり、前事業年度末に比べ2,564百万円増加となりま

した。主な増加理由といたしましては、受取手形及び売掛金が2,577百万円減少したものの、現金及び預金が3,725

百万円、仕掛品が637百万円、投資有価証券が883百万円増加したことによるものです。

負債につきましては、17,013百万円となり、前事業年度末に比べ1,267百万円増加となりました。主な増加理由と

いたしましては、賞与引当金が450百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が803百万円、前受金が916百万円増

加したことによるものです。

純資産につきましては、10,091百万円となり、前事業年度末に比べ1,297百万円増加となりました。主な増加理由

といたしましては、四半期純利益の計上などにより利益剰余金が943百万円増加したことによるものです。
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(2) 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題

当第３四半期累計期間において新たに発生した優先的に対処すべき事業上および財務上の課題はありません。

　

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000
 

 
② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年８月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,480,490 3,480,490
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は、100株で
あります。

計 3,480,490 3,480,490 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年４月１日～
2021年６月30日

― 3,480,490 ― 1,083,500 ― 1,076,468
 

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2021年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 419,000
 

―
権利内容に何ら限定のない、当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

30,407 同上
3,040,700

単元未満株式
普通株式

― 同上
20,790

発行済株式総数 3,480,490 ― ―

総株主の議決権 ― 30,407 ―
 

(注) １　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式80株が含まれております。

２　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した株式会社

日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が保有する当社株式158,000株(議決権1,580個)が含まれております。

 
② 【自己株式等】

  2021年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
扶桑電通株式会社

東京都中央区築地
５丁目４番18号

419,000 ― 419,000 12.03

計 ― 419,000 ― 419,000 12.03
 

(注) 上記自己株式には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が

保有する当社株式158,000株は含まれておりません。

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 
１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2021年４月１日から2021年６月

30日まで)および第３四半期累計期間(2020年10月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有

限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年９月30日)
当第３四半期会計期間
(2021年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,467,814 9,193,671

  受取手形及び売掛金 7,235,625 4,658,072

  有価証券 2,700,000 2,700,000

  商品 761 415

  仕掛品 2,206,359 2,843,848

  その他 726,096 729,778

  貸倒引当金 △19,695 △13,865

  流動資産合計 18,316,961 20,111,919

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 1,173,621 1,158,860

    減価償却累計額 △850,777 △807,284

    建物及び構築物（純額） 322,844 351,575

   土地 188,725 188,725

   その他 762,690 813,272

    減価償却累計額 △589,391 △639,189

    その他（純額） 173,298 174,082

   有形固定資産合計 684,867 714,383

  無形固定資産   

   ソフトウエア 86,581 109,953

   その他 23,106 22,911

   無形固定資産合計 109,688 132,865

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,320,317 4,203,538

   リース投資資産 531,376 743,899

   差入保証金 341,357 348,199

   繰延税金資産 1,121,977 755,909

   その他 132,208 112,284

   貸倒引当金 △18,479 △17,749

   投資その他の資産合計 5,428,757 6,146,081

  固定資産合計 6,223,313 6,993,330

 資産合計 24,540,274 27,105,250
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2020年９月30日)
当第３四半期会計期間
(2021年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 7,225,953 8,029,144

  １年内返済予定の長期借入金 80,000 300,000

  未払法人税等 256,218 227,810

  前受金 955,943 1,872,118

  賞与引当金 830,223 379,732

  その他 1,636,355 1,678,749

  流動負債合計 10,984,694 12,487,555

 固定負債   

  長期借入金 300,000 －

  長期未払金 544,546 369,982

  退職給付引当金 3,255,545 3,268,401

  役員退職慰労引当金 9,849 －

  株式給付引当金 113,135 141,941

  リース債務 531,052 743,575

  その他 7,000 2,000

  固定負債合計 4,761,129 4,525,901

 負債合計 15,745,823 17,013,457

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,083,500 1,083,500

  資本剰余金 1,190,775 1,198,535

  利益剰余金 6,049,591 6,993,535

  自己株式 △590,495 △582,966

  株主資本合計 7,733,371 8,692,604

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,061,079 1,399,188

  評価・換算差額等合計 1,061,079 1,399,188

 純資産合計 8,794,451 10,091,792

負債純資産合計 24,540,274 27,105,250
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 2019年10月１日
　至 2020年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年10月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 ※  30,622,568 ※  33,866,190

売上原価 25,190,337 27,695,632

売上総利益 5,432,231 6,170,558

販売費及び一般管理費 4,587,820 4,504,427

営業利益 844,411 1,666,131

営業外収益   

 受取利息 2,191 3,365

 受取配当金 87,919 78,314

 仕入割引 2,697 3,063

 貸倒引当金戻入額 13,195 6,653

 その他 35,927 35,684

 営業外収益合計 141,931 127,082

営業外費用   

 支払利息 3,100 2,496

 その他 2,718 3,412

 営業外費用合計 5,819 5,908

経常利益 980,523 1,787,304

特別利益   

 固定資産売却益 22,568 －

 投資有価証券売却益 372 3,443

 特別利益合計 22,941 3,443

特別損失   

 投資有価証券評価損 19,740 2,084

 特別損失合計 19,740 2,084

税引前四半期純利益 983,724 1,788,663

法人税、住民税及び事業税 118,788 364,969

法人税等調整額 220,660 216,848

法人税等合計 339,448 581,817

四半期純利益 644,275 1,206,846
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(四半期損益計算書関係)

※　売上高の季節的変動

前第３四半期累計期間(自　2019年10月１日　至　2020年６月30日)および当第３四半期累計期間(自　2020年10月

１日　至　2021年６月30日)

システム導入および更新時期が、お客様の決算期である３月、９月に集中する傾向にあるため、売上高は第２四半

期、第４四半期に集中、増加する特性があります。

　
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間

に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
(自　2019年10月１日
 至　2020年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自　2020年10月１日
 至　2021年６月30日)

減価償却費 109,133千円 110,641千円
 

　

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 2019年10月１日 至 2020年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月８日
取締役会
(注)１

普通株式 144,869 95 2019年９月30日 2019年12月20日 利益剰余金

2020年５月14日
取締役会
(注)２

普通株式 61,116 40 2020年３月31日 2020年６月８日 利益剰余金

 

(注) １　１株当たり配当額には、特別配当55円が含まれております。

１株当たり配当額については、基準日が2019年９月30日であるため、2020年４月１日付の株式分割は加味し

ておりません。

配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ

口)が保有する当社株式に対する配当金7,600千円が含まれております。

(注) ２　１株当たり配当額については、基準日が2020年３月31日であるため、2020年４月１日付の株式分割は加味し

ておりません。

配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ

口)が保有する当社株式に対する配当金3,200千円が含まれております。

 
２ 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
当第３四半期累計期間(自 2020年10月１日 至 2021年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月６日
取締役会
(注)１

普通株式 201,674 66 2020年９月30日 2020年12月21日 利益剰余金

2021年５月14日
取締役会
(注)２

普通株式 61,228 20 2021年３月31日 2021年６月７日 利益剰余金

 

(注) １　１株当たり配当額には、特別配当46円が含まれております。

配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ

口)が保有する当社株式に対する配当金10,560千円が含まれております。

(注) ２　配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ

口)が保有する当社株式に対する配当金3,166千円が含まれております。
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２ 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間(自　2019年10月１日　至　2020年６月30日)

当社は、通信機器・電子機器・ＯＡ機器の販売施工、システムソフト開発およびこれらに関連するサポートサー

ビスの単一事業を営んでいるため、記載を省略しております。

　

当第３四半期累計期間(自　2020年10月１日　至　2021年６月30日)

当社は、通信機器・電子機器・ＯＡ機器の販売施工、システムソフト開発およびこれらに関連するサポートサー

ビスの単一事業を営んでいるため、記載を省略しております。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年６月30日)

　　１株当たり四半期純利益金額 222円71銭 416円22銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 644,275 1,206,846

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 644,275 1,206,846

   普通株式の期中平均株式数(株) 2,892,864 2,899,534
 

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

３　「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ口)が保有する当社

株式は、１株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて

おります。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期累計期間

160,000株、当第３四半期累計期間158,990株であります。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

第76期(2020年10月１日から2021年９月30日)中間配当については、2021年５月14日開催の取締役会において、2021

年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしまし

た。

　

　① 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　 　   61,228千円

　② １株当たりの金額　　　　　　　　　　　　  　    20円00銭

　③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日　　　2021年６月７日
 

(注) 配当金の総額には、「株式給付信託(J-ESOP)」導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託Ｅ

口)が保有する当社株式に対する配当金3,166千円が含まれております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

　

2021年８月13日
扶桑電通株式会社
 取締役会　御中
 

　

有限責任監査法人　トーマツ

東 京 事 務 所
 

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 武   井   雄   次 印
 

　

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 佐   藤   　   元 印
 

　

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている扶桑電通株式会

社の2020年10月１日から2021年９月30日までの第76期事業年度の第３四半期会計期間(2021年４月１日から2021年６月30

日まで)及び第３四半期累計期間(2020年10月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸

借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、扶桑電通株式会社の2021年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事

項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監

査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表

の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる

事項が認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　 ２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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